
新

旧

対

照

条

文

◎
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

七
の
五

告
示
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

※

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
規
定
す
る
回
数
を
超

え
て
受
け
た
診
療
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
号
）
は
廃
止
。

イ

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
医
科
点

数
表
」
と
い
う
。
）
区
分
番
号
Ｄ
０
０
９
の
２
に
掲
げ
る
癌
胎
児
性
抗
原
（
Ｃ

Ｅ
Ａ
）
（
同
告
示
別
表
第
二
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
歯
科
点
数
表
」

と
い
う
。
）
第
２
章
第
３
部
検
査
通
則
第
５
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合

を
含
む
。
）

ロ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
０
０
９
の
２
に
掲
げ
る
α
－
フ
ェ
ト
プ
ロ
テ
イ
ン

（
Ａ
Ｆ
Ｐ
）
（
歯
科
点
数
表
第
２
章
第
３
部
検
査
通
則
第
５
号
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

ハ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｈ
０
０
０
に
掲
げ
る
心
大
血
管
疾
患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
料

ニ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｈ
０
０
１
に
掲
げ
る
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
料

ホ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｈ
０
０
２
に
掲
げ
る
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

料
ヘ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｈ
０
０
３
に
掲
げ
る
呼
吸
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

料



ト

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｉ
０
０
８－

２
に
掲
げ
る
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア

チ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｉ
０
０
９
に
掲
げ
る
精
神
科
デ
イ
・
ケ
ア

リ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｉ
０
１
０
に
掲
げ
る
精
神
科
ナ
イ
ト
・
ケ
ア

ヌ

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｉ
０
１
０－

２
に
掲
げ
る
精
神
科
デ
イ
・
ナ
イ
ト
・

ケ
ア

ル

歯
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｈ
０
０
０
に
掲
げ
る
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
料

八

告
示
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
院
期
間
の
八

告
示
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
院
期
間
の

計
算
方
法

計
算
方
法

イ

病
院
又
は
診
療
所
を
退
院
し
た
後
、
同
一
の
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
り
、
当
該

イ

病
院
又
は
診
療
所
を
退
院
し
た
後
、
同
一
の
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
り
、
当
該

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
他
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
入
院
し
た
場
合
（

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
他
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
入
院
し
た
場
合
（

当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
治
癒
し
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
に
な
っ
た
後
に
入

当
該
疾
病
又
は
負
傷
が
治
癒
し
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
に
な
っ
た
後
に
入

院
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い

院
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い

て
通
算
対
象
入
院
料
（
医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
に
規
定
す
る
一
般
病
棟

て
通
算
対
象
入
院
料
（
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数

入
院
基
本
料
（
特
別
入
院
基
本
料
、
七
対
一
特
別
入
院
基
本
料
、
十
対
一
特
別

表
（
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
又
は
別
表
第
二
歯
科
診
療
報
酬
点
数

入
院
基
本
料
及
び
特
定
入
院
基
本
料
を
含
む
。
）
、
特
定
機
能
病
院
入
院
基
本

表
（
以
下
「
歯
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
一
般
病
棟
入
院
基
本
料

料
（
一
般
病
棟
の
場
合
に
限
る
。
）
及
び
専
門
病
院
入
院
基
本
料
を
い
う
。
以

（
特
別
入
院
基
本
料
及
び
後
期
高
齢
者
特
定
入
院
基
本
料
を
含
む
。
）
、
特
定

下
同
じ
。
）
を
算
定
し
て
い
た
期
間
を
通
算
す
る
。

機
能
病
院
入
院
基
本
料
（
一
般
病
棟
の
場
合
に
限
る
。
）
及
び
専
門
病
院
入
院

ロ

（
略
）

基
本
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
算
定
し
て
い
た
期
間
を
通
算
す
る
。

ロ

（
略
）


